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相談内容 日時 申込・問合
■予約相談　法律相談（民事法律相談など） ■当日相談（休日をのぞく）

毎週
月～金曜日
（事前予約可）

女性悩み
ごと相談

午前10：00～正午
午後1：00～4：00

民生子ども課
　 735-3880
　 735-3909
☎

相談日 場所 申込・問合受付開始時間
名古屋おしえて
ダイヤル
　 953-7584
午前8:00～午後9:00
(年中無休)

☎
5/28(木)

6/11(木) 6/4(木)～

5/21(木)～午後1：00
　～4：00
相談は20分

区役所
6階会議室 FAX

　昭和区女性会 環境バザー(環境デーなごや2026)　昭和区女性会 環境バザー(環境デーなごや2026)
　昭和区女性会の会員が、家庭に眠っている品
物などを活用したバザーを実施します。
※売上は地域の福祉活動や、女性会の活動資金
　に充てられます。
日時　6/13(土)
　　　午前9：30～11：30
　　　※売り切れしだい終了
場所　区役所2階 講堂　※公共交通機関をご利用ください。
主催　昭和区地域女性団体連絡協議会・区役所

　現在活躍中のライターと一緒に「昭和区ママブログ」を運営します。興
味のある方を対象とした説明会を開催します。
　詳細は右下の二次元コードからご確認ください。
内容　事業説明、ブログの運営について、記事の書き方など
日時　6/4(木)
　　　午前10：30～11：30
場所　区役所6階 第1会議室(同室託児できます。)
　　　※公共交通機関をご利用ください。
対象　小学生以下のお子さんのいる方、ネット環境のある方
申込　6/1(月)までに下記問い合わせ先へ。
　　　※説明会の参加後にライターの登録の意向を伺います。
　　　※本活動はボランティアとなりますことをご了承ください。

　ママブログのライター募集説明会　ママブログのライター募集説明会

問合　昭和区子育て応援サイト運営委員会事務局
　　　(区役所民生子ども課)　　 735-3901　 　 735-3909
　　　E-Mail　a7353901-02@showa.city.nagoya.lg.jp

☎

問合　区役所地域力推進課　　 735-3827　　 735-3829☎

　昭和区華道文化クラブの会員・社中によるいけ花
展を開催します。
日時　6/7(日)午前10：00～午後4：00
場所　区役所2階 講堂
主催　昭和区華道文化クラブ・区役所

　第149回 昭和区いけ花初夏展　第149回 昭和区いけ花初夏展

▶
前
回
の
様
子

　区民・事業者・行政協働のもと、清潔で住みよいまちづくりを進める
ため、区内各学区一斉の環境美化活動を実施します。
日時　6/6(土)各学区で指定した時間
場所　各学区で指定した区域
主催　昭和区安心・安全で快適なまちづくり推進協議会ほか

　「環境デーなごや2026」全市一斉クリーンキャンペーン　「環境デーなごや2026」全市一斉クリーンキャンペーン

問合　区役所地域力推進課　　 735-3824　　 735-3829☎

▶
前
回
の
様
子

問合　区役所地域力推進課　　 735-3826　　 735-3829☎

　近年、各地で集中豪雨や台風による被害が多
発しています。いざという時に慌てず行動ができ
るよう、ご自宅周辺のハザードマップや避難経路
の確認をしましょう。
　〇名古屋市防災アプリ
　ハザードマップや気象情報は右上の二次元コードからご確認ください。

　台風や大雨に備えましょう　台風や大雨に備えましょう

問合　区役所総務課　　 735-3811　　 733-5534☎

　5月は放置自転車追放月間です　5月は放置自転車追放月間です

▲どりょくん

　自転車等放置禁止区域内に放置された自転車などは即時撤去の対象
です。道路の安全な通行のため自転車駐車場を利用してください。
＜周辺が放置禁止区域に指定されている地下鉄駅＞

吹上、御器所、桜山、鶴舞、荒畑、
川名、いりなか、八事、八事日赤

問合　土木事務所　 　 751-5128　 　 751-5129☎

　6月1日は「人権擁護委員の日」です　6月1日は「人権擁護委員の日」です
　さまざまな人権に関わることなど、何か身近なお困りごとはありませ
んか？お気軽にご相談ください。
○みんなの人権110番 ……  　0570-003-110
○こどもの人権110番 ……  　0120-007-110
○LINE人権相談 ……　公式アカウント：@linejinkensoudan

☎
☎

問合　区役所総務課　　 735-3816　　 733-5534☎

☎問合　消防署　 　 841-0119　 　 842-0119

令和8年度危険物安全週間推進標語
「つかみ取れ！めざす無事故の頂を」
　リチウムイオン電池使用製品による発火事故が
増えています。
　適正な使用・廃棄方法について確認しましょう。
【使用の際のポイント】
① 強い衝撃や圧力を加えないようにしましょう。
② 高温になる場所では使用・保管しないようにしましょう。
③ 充電は、安全な場所で、なるべく起きている時に行いましょう。
④ 異常を感じたら使用を中止しましょう。
⑤発火した時はまず安全を確保し、できれば大量の水で消火しましょう。
⑥ 製品情報、リコール情報を確認しましょう。
⑦ 公共交通機関では、持ち込みルールを守りましょう。
【廃棄の際のポイント】
① リチウムイオン電池が使用されているかを確認しましょう。
② リサイクルが可能なものは、リサイクルしましょう。
③ 廃棄方法を確認して、廃棄しましょう。
④ 廃棄する前にはなるべく電池を使い切りましょう。        

　6/7(日)～13(土)は危険物安全週間です　6/7(日)～13(土)は危険物安全週間です

問合　区役所総務課　　 735-3811　　 733-5534☎

災害に備えて水や食料は3日分！
できるなら1週間分は準備が必要でいっ！
食料を買うとき、少し多めに買い置きして、
使いながら補充する「ローリングストック」って
のもオススメでいっ！

問合　警察署　　 852-0110　　 852-0266☎

　自転車は道路交通法上の「車両」であり、交通ルールを守る義務があ
ります。違反した場合には罰則が科され、事故を起こせば刑事責任や損
害賠償責任を問われることもあります。
◎自転車利用者の交通事故防止
　自転車は免許不要で幅広い世代に利用される一方、交通ルールの理
解や遵守意識が不十分な場合があります。自転車は歩行者とは異なる
「車両」であることを理解し、正しい通行を心がけましょう。
◎道路交通法の改正
○令和6年11月1日から、「酒気帯び運転」および「携帯電話使用等
(ながらスマホ)」に対する罰則が整備されました。

○令和8年4月1日から、16歳以上の自転車利用者の反則行為に交通
反則通告制度が適用されます。

○ながらスマホや踏切立入りなど、事故の危険性が高い違反は検挙の
対象です。

　ヘルメット 命のお守り 忘れずに
　～自転車を安全に利用しよう～
　ヘルメット 命のお守り 忘れずに
　～自転車を安全に利用しよう～

○防鳥ネットなどでごみ袋をはみ出さないように
覆いましょう。

○生ごみを新聞紙や紙袋で包み、中身が見えない
ようにしましょう。

○収集曜日以外に出さないようにしましょう。
○市公式ウェブサイトでもカラスによるごみの散
乱対策を紹介しています。「カラスにごみを荒ら
されないための対策」と検索してください。右の二次元
コードからもご覧いただけます。

ごみの出し方を工夫して、カラスによるごみの散乱を防ぎましょう。
　カラスにごみを荒らされないために！　カラスにごみを荒らされないために！

☎問合　環境事業所　 　 871-0504　 　 871-0505

▲カラスによる被害
状況(イメージ)

▲iOSの方 ▲androidの方
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